
養育費等特別講演会

～ 養育費や離婚の方法

そして民法改正 ～

２０２５年１２月２０日
養育費・親子交流相談支援センター

主任研究員 西 田 俊 男
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グラフィカルユーザーインターフェイス  ,テキスト,アプリケーション, PowerPoint

AI

によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。

▼知っておきたい離婚のこと～こどもと親のこれからのために～

https://www.youtube.com/watch?v=271ypf5ULog&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=271ypf5ULog&t=4s
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多様な家族
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■離婚するために必要なこと ※令和８年３月末まで

（１）必須要件

① 離婚の合意
② 子どもの親権者（単独親権者）  

  ※未成年の子どもがいる場合のみ

（２）任意要件

①子どもの監護権
②子どもの養育費
③子どもと別居親との親子交流
④財産分与
⑤年金分割



離婚の流れ

夫婦での話合い・ADR

合意 決裂

合意 決裂

◎協議離婚 離婚調停
►家庭裁判所

◎調停離婚

非公開

離婚裁判
►家庭裁判所

公開
対面

離婚不成立◎裁判離婚

許容 棄却

判決
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①
③

④
⑤

②

⑥

申立書様式 ▼最高裁判所HPよりダウンロード可能
夫婦関係調整調停(離婚)の申立書 | 裁判所

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html
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(1) 離婚と婚姻の推移

２０２０年厚労省人口動態統計より
15

離婚の実情



(２) 離婚の種類の割合

※ 令和４年度離婚に関する統計（人口動態統計特殊報告・厚生労働省） 16

裁判離婚
2%

審判離婚
1%

調停離婚
9%

協議離婚
88%

離婚総件数 １９３，２５３件



裁判（人事訴訟）の様子
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調停の様子
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養育費について
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（１） 養育費とは

生活扶助義務

父母は、子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する
衣食住に必要な経費や教育費、医療費などを支払う義務が
あります。大学・専門学校などへの進学により延長・短縮も可
能です。

養育費について

養育費

生活保持義務
自分（別居親）と同じ水準
の生活を保障する義務
＊親の生活に余力が無くても
義務を負う

一般的な親族間

生活扶助義務
相手の生活を援助する義務
＊扶養義務者の生活に余力が
ある場合



（２） 養育費の取決め内容

項目 備考

金額 父母間で納得する額を決める
参考：養育費算定表

支払期間 支払始期・終期

支払時期 原則：月払い（例/毎月25日）

その他 特別出費（入学金・授業料など）
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（３） 取決め方

双方での話し合い

►話し合いができない、合意に至らない場合

エ 家庭裁判所で「養育費請求」の調停

ア 父母の合意
イ 弁護士が間に入り合意
ウ 公証役場で「公正証書」を作成

基本
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（４） 比較表

★が多い方が手間・時間がかからない

①費用 ②手間・時間 ③不払い時の対応

ア.父母の合意 無料 ★★★★

合意をまず裁判所で確
定した後、強制執行

イ.弁護士により
 合意

弁護士費用
（着手金・報酬金・相談料等）

★★★☆

ウ.公正証書
（公証役場）

手数料
（1-2万円）

★★☆☆ 強制執行

エ.養育費請求 
の調停
（家庭裁判所）

申立て費用
（子1人につき1,200円
＋郵券約1,000円）

★☆☆☆
強制執行
履行勧告制度利用可
 ※家裁で取り決めたもののみ
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（５） 養育費の金額

双方の年収（源泉徴収票の総支給額）を元に、
子どもの人数と年齢によって求めていく。
２万円程度の幅がある。

標準的な金額：養育費算定表を参考に検討
※裁判官等の研究により作成

■算定表での定め方

■裁判所での積算

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
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■算定表の使い方

例）義務者：年収５００万円
 権利者：年収１００万円
 子：１人（０～１４歳）

①最高裁判所HPより
「（表１）子１人表（子０～１４歳）」
を確認する

②縦列より５００万円を確認

③横列より１００万円を確認

④②③の交差する箇所の範囲が
 養育費の目安となる

４～６万円が目安
※この範囲内で個別事情を考慮する

右
：自
営
業

左
：給
与

上：自営業
下：給与



「給与所得者の総収入の
認定」

単純に「支払金額」欄の額

この場合なら、600万円
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取り決めた時に予測できなかった事情※

の変更があるときに請求できる。

例  ・義務者の大幅な収入の減少
・権利者, 義務者それぞれの再婚や養子縁組
・子にかかる費用の増加 など
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養育費の変更（減額・増額）

※事情の変更があったからといって、当然にできるものではない。
 変更に当たっては双方の合意が必要。
合意が得られない場合は調停の申立てが可能。
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（Ｒ３全国ひとり親世帯等調査結果）
養育費の取決めの現状



全国ひとり親世帯等調査結果（R3）
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全国ひとり親世帯等調査結果（R3）
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養育費の取決め方と不払い時の対応

取決め方
強制執行の
可否

備考

口約束 ✕
改めて公正証書を作成するか、
調停を申し立てる必要がある

念書・協議書 △

簡易裁判所で支払催促につい
て相談する。

地方裁判所に民事訴訟を提起
する。

公正証書
（認諾条項付き）

〇
間接強制も可能
履行勧告は不可

調停調書
（審判書・判決書
和解調書も同様）

〇
履行勧告可能
履行命令可能
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履行確保の方法

履行勧告
履行命令

強制執行

間接強制

家庭裁判所へ申し立てる
※公正証書は利用不可

①家庭裁判所又は公証役場から正本を
 送達してもらう
②相手方住所地の特定について地方裁

 判所に申し立てる

家庭裁判所へ申し立てる
※公正証書は地方裁判所へ申し立てる
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長続きのコツ

〇子どもの権利であり、先送りしない。

〇支払い続けられるよう収入応分の金額を決めて
 書面（公正証書・調停調書）にする。

〇記録が残る支払方法、支払いの終期を取り決める。

〇受領の事実を伝える。
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親子交流について



子どもと離れて暮らしている父親又は母親子ども
と定期的に又は不定期に会って話をしたり、
一緒に遊んだりして交流することです。

34

親子交流とは ※面接交流・面会交流
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・ 子どもを紛争に巻き込むのは良くない、という考え

忠誠葛藤と精神的な負担。

→ 解決は親、子どもは蚊帳の外。

子どもは・・・自分はどちらに育てられるの？

別居親と会えるの？

生活はどうなるの？

父と母どちらがいいのか、選択を迫られる？

何も聞かれずに蚊帳の外？

子どもが紛争の争点になったとき
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親子交流の意義

別居親が自分を大切な存在として
認めてくれていると感じること

安心・無力感・罪悪感の
緩和・解消

父性的又は母性的な関わり・
多様な人間関係の経験

自分自身の存在の根拠（ルーツ）
の確認

自尊心・自己肯定感
愛着形成・対人信頼感

健やかな精神的成長
対人関係能力の発達

アイデンティ（自己同一性・
存在証明）の確立

効果意義
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取決めにあたって

（１） 内容

〇回数（頻度） 〇受け渡し方法（互いの連絡先）

〇1回あたりの時間 〇プレゼント、その他の約束

（２） 留意点

「子どものための面会交流に向けて」参照

（３） 実施されなかったとき

履行勧告・再調停
►合理的な理由がない場合
間接強制・損害賠償請求・慰謝料請求など

https://www.courts.go.jp/saiban/video/kodomo_video/index.html
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（Ｒ３全国ひとり親世帯等調査結果）取決めの現状



全国ひとり親世帯等調査結果（R3）
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全国ひとり親世帯等調査結果（R3）
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長続きのコツ

〇主人公である子どもの年齢、気持ち、生活事情等を
 大切にする。

〇子どもの成長に伴う変化を容認する。

〇子どもを板挟みにしないルールを、大人が知恵を
    しぼって考える。

〇専門家や家庭裁判所を利用する。
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民法改正について
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単独親権と共同親権 ※令和8年4月1日施行

▼法務省「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について」

https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI
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（１） 親の責務・責任

①子の人格の尊重

②生活保持義務（高度の扶養義務）

③父母間の人格尊重、協力義務

（２） 親権について

①子の監護・教育、財産管理の権利義務

②子の利益のために行使されなければならない

③父母間の人格尊重、協力義務

生活扶助義務共同親権

父母双方が親権者

単独親権

父または母が親権者



共同親権とすることで子の利益を害する※1のであれば、
必ず単独親権と決める。

46

►裁判では子の利益の観点で考える
 同時に、親子、夫婦間の関係を考慮

※1：虐待やDV（身体だけではない）

親権者の取決め方

■話合い可能：父母の話し合い
(弁護士が間に入る・公正証書等)

■話合い不可能：調停・離婚裁判
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原則として共同行使＝父母が話し合って決める

単独で行使出来る場合

（１） 監護及び教育に関する日常の行為
（２） 子の利益のため急迫の事情があるとき

►監護及び教育に関する日常の行為って何？？？
※財産の管理は共同

共同親権の行使



緊急
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食事

習い事

怪我

引っ越し

服装

アルバイト

私立中学

就職

進路

瀕死の怪我

高校 合格手続

旅行

虐待

スイミング

サッカー

進学塾

緊急手術

事故

野球

海外旅行

ＤＶ

大学

生活の出来事・決めごと 二人で話し合い？？



日常の行為
（単独で決められる）

・食事や服装
・短期の観光旅行
・軽微な怪我の治療決定
・習い事
・アルバイト など
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生活の出来事

重大行為
（父母の合意が必要）

・子の転居
・重大な医療行為の決定
・進路選択
・就職 など

急迫の事情
（単独で決められる）



話合いや家庭裁判所の手続きをしていては、
間に合わない
⇒単独で決める（親権行使）が可能

急迫の事情とは

例） ・ 入学試験の結果発表後の入学手続き
 ・ 緊急の医療行為を受ける
 ・ 虐待やDVからの避難（子の転居含む）

被害直後に限らない/身体的なものに限らない



■重大行為について父母間で話がつかないとき

上記の特定事項について、家裁がどちらかを

「中学校進学に関する親権行使者」として指定。

※子の意志、年齢、発達など「子の利益」を考慮

重大行為について

例）私立A中学進学⇔公立B中学進学

■重大行為とは
父母の同意が必要な行為
（転居・進学先・財産管理・身分行為等）
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■監護とは
子の身の回りの世話、養育、生活場所の決定など

■監護の分担（分掌）

可能 期間の分担 ex.月曜から水曜は、父…
役割の分担 ex.教育は父…

監護についての定め

■監護者の権利義務
・子の監護、教育、生活場所等を単独で決めることができる
（日常の行為に限らない）

・監護者の行為は親権者に妨げられない

►子どもの利益を最も優先して考慮した上で、
子どもにとっての最善の判断をすることが重要
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上限額
8万円
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1人につき
2万円
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2026.4.1以降の

協議離婚
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(1) 審判・調停前の親子交流の試行的実施

(2) 婚姻中別居の場合における親子交流を規定

(3) 父母以外の親族と子との交流に関する規定
＊ 子の利益のため特に必要があるときは

 父母以外の親族との交流の実施を定める
 ことが可能となった
祖父母と親子関係同様の親密な関係が
あった場合など

親子交流に関する見直し
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２０２６年４月１日から実施



１ 申立人と相手方は、本日、調停離婚する。

２ （親権・監護権） 
当事者間の長男A（令和〇年〇月〇日生）の親権者を父である
相手方と、 監護者を母である申立人とそれぞれ定め、今後、
申立人において監護養育する

３ （養育費）
 ⑴ 相手方は、申立人に対し、長男A の養育費として、
令和〇年〇月から同人が満20歳に達する日の属する月まで
（ただし、長男A が大学等の高等教育機関に進学した場合、
令和〇年3 月まで）、毎月末日限り、月額〇万円を、申立人の
指定する銀行口座（〇銀行・〇支店、普通、口座番号、名義〇〇）
に振り込む方法により支払う。
ただし、この振込手数料は相手方の負担とする。 
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⑵ 相手方は、長男A の病気、事故等による特別の負担、高校、
大学等に進学した場合における入学金、授業料等の学費の
負担につき、別途協議するものとする。 

４ （面会交流）  申立人は、相手方が、長男A と、月1 回程度、
面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、
子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。

５ （財産分与） 相手方は、申立人に対し、財産分与として
金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月
〇日限り、申立人の指定する銀行口座（〇銀行・〇支店、普通、
口座番号・・、名義〇〇）に振り込む方法により支払う。
ただし、この振込手数料は相手方の負担とする。
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６ （慰謝料）  相手方は、申立人に対し、慰謝料として金〇〇万円の
支払義務のあることを認め、これを、令和〇年〇月〇日限り、
申立人の指定する銀行口座（〇〇銀行・〇〇支店、普通、
口座番号・・・、名義〇〇〇〇）に振り込む方法により支払う。
ただし、この振込手数料は相手方の負担とする。

７ （清算条項）  当事者双方は、慰謝料及び財産分与を除き、
本件に関し、本調停条項に定めるほか、なんらの債権債務の
ないことを相互に確認し、今後、名目のいかんを問わず、
互いに金銭その他一切の請求をしない。

８ （公正証書の場合：認諾条項）債務者は、本証書記載の金銭債務
を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した
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